
◎次回の『お知らせ たかなべ』の発行日は 

 12月４日（金）です。 

☆在宅医（在宅医は、午前９時から午後５時までです。） 

●元気アップ教室の開催について 
  町内に住所を有する65歳以上の方を対象に、健康づくりを目的とした運動教室を開催します。寝たきり 

 や認知症予防、仲間づくりや生きがいづくりのために気軽に参加してみませんか。 

 ▲と  き 令和３年１月７日から３月25日までの毎週木曜日（計11回）午後１時30分～３時 

 ▲と こ ろ コンフォール健康センター（高鍋町健康づくりセンター）    

 ▲内  容 転倒予防や認知機能向上のための体操や運動、体力測定など 

 ▲定  員 25人（初めて参加される方を優先します）   ▲参加費 無料 

 ▲申し込み 12月18日（金）までに、介護・高齢者福祉係へ。 

 ※新型コロナウイルス感染症の状況により、開催時期などが変更になる場合がありますので、ご了承ください。 

 ※詳しくは、全戸配布の「介護予防教室のご案内」をご覧になるか、介護・高齢者福祉係（☎26‐2008）へ。 

●楽々体操教室への参加について 
  専門のインストラクターとともに座ってできる体操や脳を刺激する体操に参加してみませんか。 

 ▲と  き 12月４日（金）・８日（火）・16日（水）・28日（月） 午後１時15分～45分  

 ▲と こ ろ 高鍋温泉めいりんの湯大広間   ▲申し込み 不要   ▲参加費 無料 

 ※12月28日（月）は正午から午後２時30分まで、宮崎県看護協会による「まちの保健室」（健康相談、血 

  圧測定など）を開設しています。お気軽にご利用ください。（申し込み不要、参加費無料） 

 ※詳しくは、介護・高齢者福祉係（☎26‐2008）へ。 

●ノルディックウォーキング教室の追加について 
 ▲と  き 毎週水曜日、午後３時～４時（10分前までに集合。小雨決行） ▲ところ 馬場原公民館 

 ▲参 加 料 無料（専門のインストラクターの指導が受けられ、ポールの貸し出しもありますので初心者の方も 

         気軽にご参加ください） 

 ※  

●12月の母子健康手帳交付について 
 ▲と  き 12月４日（金）・18日（金）受付：午前９時30分～45分 

       12月11日（金）・25日（金）受付：午後１時30分～45分 

 ▲と こ ろ コンフォール健康センター（高鍋町健康づくりセンター） 

 ▲内  容 問診・母子保健制度に関する説明（１時間程度）   ▲申し込み 不要 

 ▲  妊娠届出書（医療機関で入手できます）、個人番号カードまたは個人番号通知カードと身分証明書 

 ※医療機関で妊娠判定を受け、経過が安定している方は早め（妊娠11週頃）に交付を受けましょう。 

 ※詳しくは、コンフォール健康センター（☎23‐2323）へ。  

●風しん抗体検査・予防接種の無料クーポンについて 
  風しんは成人がかかると症状が重くなったり、妊娠初期の妊婦さんに感染させてしまうと、生まれてく 

 る赤ちゃんの目や耳、心臓に障害がおきる可能性があります。感染防止のため、風しん抗体検査および予 

 防接種の無料クーポンをお持ちの以下の方は、近くの医療機関で早めに抗体検査を受け、風しんへの抵抗 

 力がないことが分かった場合には予防接種を受けましょう。 

 ▲対 象 者 ①昭和37年４月２日～昭和47年４月１日生まれの方 

       ②昭和47年４月２日～昭和54年４月１日生まれの方 

 ※②の対象者に送付しているクーポン券は、有効期限が切れていますが、令和３年３月31日（水）まで利 

  用可能です。また、クーポン券を紛失した方には再発行を行いますのでご連絡ください。 

 ※詳しくは、コンフォール健康センター（☎23‐2323）へ。 

令和２年11月20日   No.2376 高鍋町役場 

11月22日 永友慶子小児科 … 小 ☎23-1082 蟻塚クリニック … 眼 ☎23-2316 

11月23日 大森内科医院 … ☎22-0055 ながとも眼科 … 眼 ☎21-1780 

11月29日 … 内 ☎22-2104 … 耳鼻咽喉科 ☎32-8733 

高鍋町の人口・世帯数 男性 女性 合計 世帯数 

令和２年10月１日現在 9,545人 10,558人 20,103人 8,699世帯 

令和２年11月１日現在 9,539人 10,547人 20,086人 8,702世帯 

◆11月は、国民健康保険税５期の納付月です。納め忘れがないようお願いします。 
◆町税等の納付方法としてPayPayが利用できるようになりました。 

●町内巡回バス「なでしこバス」の運行日の変更について 

  12月７日（月）より、なでしこバスの運行日が以下のとおり変更になりますのでご注意ください。 

 ▲路線（運行日） ・竹鳩線・老瀬線（火曜日および金曜日）  

          ・蚊口浜線・堀の内団地線（月曜日および水曜日） 

 ※詳しくは、総合政策係（☎26‐2018）へ。 

●高鍋町新型コロナウイルス感染症対策事業継続支援金について 

  町では、新型コロナウイルス感染症の発生に起因して経営に影響を受けた商工業者の事業継続を支援す 

 るため、来店者と接触する機会のある事業者に対して支援金を交付いたします。 

 ▲対 象 者 町内において来店者と接触する機会のある事業を営む事業者のうち、以下の要件を満たす事業者 

       （1）令和２年８月31日（月）までに開業・設立していること 

       （2）「高鍋町新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」の遵守を誓約すること 

       ※このほかの要件については、町ホームページをご確認ください。 

       ※「高鍋町感染症対策休業等要請支援金」の給付を受けた事業者等は対象外です。 

 ▲  一事業者あたり一律５万円   ▲申請期間 11月30日（月）まで 

 ※詳しくは、町ホームページまたは商工観光係（☎26-2015）へ。 

●高鍋町長選挙について 

  令和３年２月26日に任期満了となる高鍋町長の選挙を次のとおり執行します。明るくきれいな選挙が行 

 われるようご協力をお願いいたします。 

 ▲告 示 日 令和３年２月９日（火）   ▲投票日 令和３年２月14日（日） 

 ◎高鍋町長選挙の立候補および選挙運動の説明会について 

   選挙に関する説明会を下記のとおり開催しますので、立候補予定者および選挙運動員などの関係者は 

  出席をお願いします。なお、当日に立候補届け出に係る資料などを配付します。 

  ▲と き 12月22日（火）午後２時から（１時間程度） ▲ところ 高鍋町役場第１会議室（３階） 

 ※詳しくは、選挙管理委員会事務局（☎23-1745）へ。 

●第72回人権週間に伴う特設人権相談所の開設について 

  12月４日（金）から10日（木）までの「第72回人権週間」にあわせて、特設人権相談所が開設されます。 

 いじめやセクハラ、高齢者や障がいのある方への人権問題などについて、お気軽にご相談ください。 

 ▲と  き 12月８日（火）午前10時～午後３時   ▲ところ 高鍋町役場庁舎別館１階会議室 

 ※詳しくは、行政係（☎26-2001）へ。 

●令和３年（2021年）用県民手帳の販売について 

  年間・月間行事予定表や、県内各地区の主な催しなど身近な県内の情報も多数掲載されています。ま 

 た、統計資料が充実しており、数字から宮崎県の姿を見ることができます。 

 ▲価  格 600円   ▲販売場所 行政係   ※詳しくは、行政係（☎26-2003）へ。 

●防災行政無線の試験放送について 

  11月25日（水）午後２時から防災行政無線の試験放送を行います。災害ではありませんのでご注意ください。 

 ※詳しくは、生活安全係（☎26-2022）へ。 

総務課からのお知らせ 

地域政策課からのお知らせ 

●建物（家屋・倉庫等）を解体（一部取り壊しも含む）した際の届け出について 
  固定資産税は、毎年１月１日現在の所有者に課税されます。所有する建物（家屋や倉庫など）の取り壊   

 し（一部取り壊しを含む）された場合は、翌年度の課税に変更が生じますので、登記の有無にかかわらず 

 速やかに家屋滅失届をご提出ください。   ※詳しくは、資産税係（☎26‐2013）へ。 

健康保険課からのお知らせ 

●重機オペレーター講座の訓練生募集について 
 ▲対 象 者 未就職者、離転職者、新卒者、未就職新卒者などの求職活動中で県内での就職を希望する者 

 ▲訓練期間 令和３年２月２日（火）～21日（日） ▲定員 10人  ▲申込期限 12月25日（金）まで 

 ※詳しくは、一般社団法人宮崎県建築業協会（☎0985-65-5864）へ。 

税務課からのお知らせ 



「お知らせたかなべ」は高鍋町のホームページでもご覧いただけます。◎ＵＲＬ http://www.town.takanabe.lg.jp 

編集・発行／高鍋町役場 地域政策課（☎26‐2018）    

●各体育施設の利用者打ち合わせ会について 

  例年、各体育施設の利用者打ち合わせ会を開催していますが、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止 

 のため、打ち合わせ会を中止し使用申請の受付のみを行います。１月から３月までの定期利用を希望され 

 る方および団体の代表者は、以下のとおり社会教育課で個別に申請していただくようお願いします。 

 ▲対象施設 高鍋町体育館・高鍋勤労者体育センター 

 ▲と  き 12月３日（木）～９日（水）（土日を除く）午前８時30分～午後５時 

       定期利用以外の随時受け付けは、12月25日（金）からです。 

 ※印鑑および使用料を持参してください。   ※詳しくは、社会体育係（☎23-3701）へ。 

●令和２年度「児童虐待防止推進月間」について 
  毎年11月は、「児童虐待防止推進月間」です。児童虐待は社会全体で解決すべき問題です。児童虐待かもと思った 

 ら、すぐにお電話ください。また、出産や子育てに関する悩みや質問がある方は、お気軽にご相談ください。 

 ▲相談ダイヤル 189（児童相談所全国共通３桁ダイヤル） ※宮崎県中央児童相談所に繋がります。 

 ※連絡は匿名で行うことも可能です。連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。 

 ※詳しくは、子ども支援係（☎26-2010）または子ども家庭支援センター「みらい」（☎35-3310）へ。 

●令和３年度保育所入所児童の募集について 
  令和３年４月から保育所の利用を希望される方または利用の継続を希望される方の受け付けを行います。 

 ▲申し込み 11月24日（火）から12月28日（月）までに、申込用紙に必要事項を記入の上、子ども支援 

       係またはご利用中の保育園へ。申込用紙は、子ども支援係および各保育園で入手できます。 

 ※現在保育園をご利用中の方も、毎年度申し込みが必要です。 

 ※申込者数が利用定員を超えた場合は選考となり、利用を希望する保育園に入園できない場合があります。 

 ※詳しくは、子ども支援係（☎26‐2010）へ。 

●令和３年度高鍋町放課後児童クラブ利用希望者の募集について 
  令和３年４月から放課後児童クラブの利用を希望する方を募集します。利用を希望する方は、必ず期限 

 内の申請をお願いします。 

 ▲対象児童 保護者が仕事などにより昼間家庭にいない小学生（低学年優先） 

 ▲申し込み 11月24日（火）から12月28日（月）までに、申込用紙に必要事項を記入の上、子ども支援 

       係へ。申込用紙は子ども支援係または町ホームページで入手できます。 

 ※現在放課後児童クラブをご利用中の方も、毎年度申し込みが必要です。 

 ※申込者数が利用定員を超えた場合は選考となり、利用を希望する児童クラブに入会できない場合があります。 

 ※詳しくは、子ども支援係（☎26‐2010）へ。 

●道路改良工事に伴う交通規制について 
  以下の町道において工事を行いますので、工事期間中は、全面通行止または片側交通となります。 

 皆様のご理解とご協力をお願いします。 

 ▲工事期間 ①11月下旬～３月下旬        ②11月下旬～３月上旬 

 ▲工事場所 ①羽根田・北牛牧線          ②茂広毛平付・高岡線           

 ▲工事内容 ①道路改良工事（全面通行止）   ②道路改良工事（片側・全面通行止）  

 ▲施工業者 ①㈱増田工務店          ②㈱協和工業 

 ※詳しくは、土木係（☎26-2016）へ。 
 

社会教育課からのお知らせ 

福祉課からのお知らせ 

●子ども安全見守り活動について 

  東区コミュニティ・スクールでは、学校・家庭・地域が一体となって、児童・生徒の下校時間における 

 安全見守り活動を行っています。地域の方々のご協力をお願いします。 

 ▲と  き 12月４日（金）午後２時45分～４時15分   ▲ところ 東小学校・東中学校区 

 ※地域ごとに子どもたちが通る時間が異なりますので、見守り活動の時間調整をお願いします。 

 ※上記内容は変更する場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。 

 ※詳しくは、東小学校（☎23-0035）へ。 

●次年度に向けたジャンボタニシ対策について 
  ジャンボタニシによる被害が拡大しています。近年は、冬の気温が高くジャンボタニシが越冬しやすい 

 状況にあるため、これからの時期の対策が重要になってきます。対策として、耕運により物理的に破壊す 

 る方法、石灰窒素散布により殺貝する方法などがあります。複数の対策を組み合わせて被害を最小限に抑 

 えるよう努めましょう。 

 ※詳しくは、児湯農業改良普及センター（☎43-2311）へ。 

農業政策課からのお知らせ 

●令和２年度合併処理浄化槽設置整備事業補助金について 

 ▲対 象 者 ・持家の汲取り槽や単独処理浄化槽を合併処理浄化槽に転換（切り替え）される方 

       ・自己が使用する目的で専用住宅を新築される方 

 ▲補助金額 ・５人槽：新築100,000円 転換482,000円 

       ・７人槽：新築100,000円 転換564,000円 

       ・10人槽：新築100,000円 転換698,000円   

 ※新築であっても、同じ場所での建て替えは転換（切り替え）として取り扱います。 

 ※単独処理浄化槽を撤去（堀上げ処分）して合併処理浄化槽に転換する場合は、撤去費用の一部を上乗せ 

  して補助します。ただし、補助基数には限りがあり先着順となります。 

 ※詳しくは、下水道係（☎22-1601）へ。 

② 

●町営住宅の入居者募集について 

 ▲申し込み 11月24日（火）から12月４日（金） 

  までに、所定の申込用紙に必要事項を記入の上、 

  管理係へ。申込用紙は、管理係で入手できます。 

 ▲抽選日時 12月10日（木）午後２時30分～ 

 ▲抽選場所 高鍋町役場 別館1階会議室 

 ※募集団地及び戸数は変更になる場合があります。 

  また、家賃は所得などに応じて変動します。 

 ※受付期間中は、入居希望の部屋を事前に内覧す 

  ることができます。 

 ※詳しくは管理係（☎26-2014）へ。 

建設管理課からのお知らせ 

① 

教育総務課からのお知らせ 

上下水道課からのお知らせ 


